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はじめに

１９１９年（大正８）４月、史蹟名勝天然紀念物保存法が公布され、同年６月に施行された。史跡名勝天然

記念物を国が指定し、保護することを目的とするものであるが、国が国内各地の状況をすべて把握できて

いたわけではない。おそらく、各地で多くの組織や人々により史跡名勝天然記念物候補の調査が行われた

ものと思われる。
あやうた ふちゅう

本稿は、１９１９～１９２１年（大正８～１０）に作成された香川県綾歌郡府中村（１）の行政文書『史蹟名勝ニ関ス

ル書類』の分析を通して、史蹟名勝天然紀念物保存法施行に際して一地方自治体が関わった史跡候補の調

査の経緯とその背景を考えるものである。

１．史料解説

【表紙】

「大正八年四月起」とあるが、この史料に綴じられている文書のうち最も早い年月日は、１９１９年（大正

８）６月２３日である（【１－２】）。４月の文書が本来無いのか、あったが綴じられていないのかは不明で

ある。ただ、史蹟名勝天然紀念物保存法は１９１９年（大正８）４月に公布されているため、施行の６月以前

に村役場レベルでも何らかの動きがあったことを推測させる。

【１－１】

府中村長から綾歌郡役所へ提出された「史蹟名勝調査書」（【１－４】）に添えられた文書である。この

時期は郡制廃止以前であり、府中村は綾歌郡と文書のやり取りを行なっていたことがわかる。

【１－２】

１９１９年（大正８）６月２３日、綾歌郡役所から郡内の町村へ出された文書である（２）。史蹟名勝天然紀念物

保存法施行に伴い、指定の候補物件を「種別名称」、「所在地」、「所有区分」、「由来伝説等ノ概要」を示し

てリストアップするよう求めている。「本県内務部長ヨリ照会有」とあるように、綾歌郡は香川県から指

定候補物件を照会されている。

【１－３】

１９１９年（大正８）７月３日、綾歌郡役所から府中村あてに出された、【１－２】に対する回答を催促す

る文書である。【１－２】には「本月末日限リ有無トモ御報有之為候」とあるが、府中村では６月末日の

回答締め切りに間に合わなかったようである。翌７月４日午前１０時までの猶予を与える旨も記されており、

この後提出された【１－１】の日付が７月４日であることから、府中村では急いで回答した様子がうかが

える。

【１－４】

【１－１】に添付された史蹟名勝調査書である。この調査書にリストアップされているのは、「木丸殿

旧蹟」、「内裏泉」、「菅公祈雨旧蹟」、「讃岐国府庁旧蹟」、「印鑰」、「聖堂」、「堺石」の７件である。それぞ

れについて、種別名称、所在地、所有区分、由来伝説が記されている。
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【２－１】

【２－２】を受けて作成された「府中村史蹟名勝保存書」（【２－４】）に添えられた文書である。

【２－２】

１９１９年（大正８）７月１０日、綾歌郡役所から郡内各町村へ出された、史跡名勝候補の保存状況の調査を

求める文書である。「記」以下にあるように、保存を目的とする団体の施設の概況、その施設の助成の概

況、施設に関する経費、団体の資産額、調査報告書や団体の会則等の印刷物が調査項目として挙げられて

いる。

【２－３】

【２－２】に添付された、保存状況の調査を求める史蹟名勝候補のリストである。「聖堂」、「印鑰」、「国

府庁旧跡」、「菅公祈雨蹟」、「日向王墓」、「内裏泉」、「木ノ丸殿旧蹟」の７件が挙げられている。【１－４】

の「史蹟名勝調査書」と比べると、「堺石」が無くなり「日向王墓」が加えられている。

【２－４】

【２－１】に添付された「府中村史蹟名勝保存調書」である。【２－３】で綾歌郡に示された７件の報

告が記されている。「印鑰旧跡」、「国司庁旧跡」、「菅公祈雨旧蹟」、「日向王墓」、「内裏泉」については、

奨学義会や個人からの寄付などもあってすでに府中村の土地となっており、今後何らかの施設を計画して

いる旨が記されている。うち、いくつかの施設については府中村の名勝旧跡保存会が経営などを担うとの

ことである。「木丸殿旧址」には石碑と擬古堂（木ノ丸殿を復元した建物）を建設していることが報告さ

れている。

【３－１】

１９１９年（大正８）１０月２５日、綾歌郡役所から郡内の各町村と各神職会に出された文書である。史跡名勝

天然記念物の保存には国民の理解が必要であるため、普及に努めること、という内容である。

【４－１】

１９２０年（大正９）５月１６日、綾歌郡役所から郡内の各町村と各神職会に出された文書である。【４－２】

の「保存要目」に従った調査を求めている。さらに、「保存要目」の３番目の項目に「古墳ハ旧態ヲ保テ

ルモノト保タサルモノトヲ問ハス此際全部ヲ調査スルコト」とあるにも関わらず、本文書で「古墳ニ就テ

ハ旧態ヲ保テルモノト否ラサルモノトヲ問ハス此際悉皆取調報告存之度候」と、古墳の悉皆調査を念押し

している。

【４－２】

【４－１】に添付された文書である。１９２０年（大正９）の史跡名勝天然紀念物保存要目（【４－５】）を

基に作成された、１１の項目からなる調査方針である。この１１項目は史跡に関する要目に基づくものであり、

名勝や天然記念物を対象としたものは記されていない。府中村への照会は、名勝と天然記念物を除いた史

跡のみが対象であったのかもしれない。

【４－３】

１９２０年（大正９）６月２２日、【４－１】に対して府中村長藤井亀三郎から綾歌郡役所へ提出された回答

文書である。「木丸殿旧址」、「内裏泉」、「菅公祈雨旧蹟」、「讃岐国庁旧蹟」、「印鑰明神址」、「聖堂旧蹟」、

「堺石」の７件については、【４－１】の「□年六月依頼ニ調査報告セラレシモノハ単ニ名称ノミノ報告

に止メ」の指示に従い名称のみの列挙となっている。

【４－４】

新たに「乃峰古墳」と「古窯跡」が史跡候補として追加されている。
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【４－５】

１９２０年（大正９）に国から出された史跡名勝天然紀念物保存要目が綴じられている。

【５－１】

１９２１年（大正１０）６月３０日付けで府中村長から綾歌郡長へ提出された、「古墳調査書」（【５－２】）に添

えられた文書である。「三月十日付乙収庶第一〇〇号ニテ照会ニ係ル」とあることから、本来は綾歌郡役

所から出された３月１０日付けの文書が存在したのであろう。３月１０日付け文書は、【５－２】の内容から

みて、おそらく古墳の詳細な調査を求めるものであったと思われる。

【５－２】

【５－１】に添付された「古墳調査書」である。「日向王墓」、「ツコ穴（野峯）」、「菊塚」、「ツコ穴（長

谷）」、「大塚」の５基が記されている。

【６－１】

１９２１年（大正１０）６月に村長から郡長あてに提出された、【６－３】による照会への回答文書である。

【６－２】

【６－１】に添付された「府中村史蹟調査書」である。「国府庁址」、「印鑰」、「菅公祈雨旧蹟」、「聖堂」、

「堺石」、「河内駅跡」、「蓮池跡」、「窯跡」、「正物」、「百分」、「帳次」、「状次」の１２件が記されている。

【６－３】

１９２１年（大正１０）年３月１２日、綾歌郡役所から各町村長あてに出された、調査を指示する文書である。

この文書では「古墳ヲ除ク」とあり、やはり３月１０日付けの古墳の調査を求める文書の存在が推測される。

調査事項では、種類、名称、所在地、地目・地積、所有者の住所氏名、形状・大きさなど、現状、由来・

伝説、管理保存の方法などが示されており、前年、前々年の依頼文書（【１－１】【１－２】、【２－１】【２

－２】【２－３】）に比べて、調査項目がより詳細になっていることがわかる。

【６－４】

府中村長から郡長あてに出された、文書の訂正を求める文書である。この文書には「大正九年七月九日」

とあるが、【６－２】（「府中村史蹟調査書」）の訂正であることは疑いないので、大正十年の間違いであろ

う。

２．史料にみえる史跡候補の概要

・木丸殿旧蹟：木丸殿は保元の乱で敗れた崇徳上皇が讃岐国に流され、一定期間過ごしたとされる建物を

指す。現在の鼓岡神社境内にあったとされる。

・内裏泉：崇徳上皇が使用していたとされる井戸。鼓岡神社の北方にある。

・菅公祈雨旧蹟 讃岐国の国司として８８７年から８９０年まで赴任した菅原道真が雨乞いをしたとされる場所。

城山の山頂からやや下った、現在は明神原と呼ばれる場所を指す。いくつかの巨石がある。

・讃岐国府庁旧蹟：讃岐国府（特に政庁）が置かれた場所。現在は讃岐国府跡と呼ばれている。

・印鑰：国府で使用された印と鑰（鍵）の保管庫があったとされる場所。

・聖堂：国府に付属する孔子廟があったとされる場所。「セイドウ」の地名が残る。

・堺石：讃岐国の東西境界を示すとされる標石。

・日向王墓：讃岐国造とされる讃留霊王の子孫、日向王の墓と伝えられる塚。

・乃峰古墳、ツコ穴（乃峯）：現在は新宮古墳と呼ばれる、横穴式石室をもつ古墳。ＪＲ讃岐府中駅南方

の丘陵上にある。

－７９－



・古窯跡：現在の府中山内瓦窯跡。国指定史跡。国分寺へ瓦を供給していたと考えられている。坂出市府

中町と高松市国分寺町新名との境界線上にあり、史跡指定時にはそれぞれ府中村、山内村であったため、

両村名を冠した名称となっている。

・菊塚：崇徳上皇の息子、顕末の墓と伝えられている塚。

・ツコ穴（長谷）：【５－２】の古墳調査書によれば、城山東面の中腹にあることになっているが、現在

は不明。

・大塚：現在は王塚古墳と呼ばれている。周辺からは弥生土器も採取されている。

・河内駅跡：河内駅は古代の官道に置かれた駅のひとつ。河内駅跡は現在の坂出市府中町と推定されるが、

詳細な場所は不明である。

・蓮池跡：菅原道真の『菅家文草』に登場する蓮池の跡とされる場所。「イケダ」の地名が残る地域が推

定地である。

・正物：国府の倉庫（正倉）があったとされる場所。【６－２】「府中村史蹟調査書」では、その根拠とし

て「ショウソウ」と読む「正惣」の字が「正物」に変化したことを挙げている。

・百分：税のうち１００分の１を納めた堂があったとされる場所。「百分」の地名が残るとされるが、現在は

確認できない。

・帳次：国府で帳簿を調査、もしくは調製した場所とされる。「チョウツギ」の地名が残る。

・状次：国府の書状を取り扱った場所とされる。「ジョウツギ」の地名が残る。

３．史跡候補の変遷

府中村からは史跡候補を挙げた文書が計５回提出されている。これらの文書に掲載されている史跡候補

の変遷を示したものが表１である。この表では、史蹟候補を国府関連、菅原道真関連、国分寺関連、古墳、

崇徳上皇関連に分類した。

１９１９年（大正８）７月の「史蹟名勝調査書」（【１－４】）では、国府関連３件、菅原道真関連１件、崇

徳上皇関連１件、その他１件である。その数日後の「府中村史蹟名勝保存調書」（【２－４】）に示された

のは国府関連３件、菅原道真関連１件、古墳１件、崇徳上皇関連２件である。なお、この文書は綾歌郡か

ら指示されたものについての報告であるため、記されている史跡候補に府中村の考えは介在していない。

ただ、ここでは日向王墓が加えられており、綾歌郡側に何らかの意図があったのであろう。１９２０年（大正

９）６月の文書（【４－４】）は前年の「史蹟名勝調査書」（【１－４】）に加えて、国分寺関連１件、古墳

１件が追加されている。１９２１年（大正１０）６月には「古墳調査書」（【５－２】）と「府中村史蹟調査書」（【６

－２】）が提出されている。両者は同一時期の文書であるため合わせて考えると、掲載されているのは、

国府関連７件、菅原道真関連２件、国分寺関連１件、古墳５件、その他２件である。

１９２１年の国府関連の史跡候補は１９１９～２０年に比べて４件増加している。これら４件の国府関連施設を連

想させる地名は、１９１６～１７年（大正５～６）に赤松景福（３）により新聞紙上で紹介されているものであり（４）、

新たな調査で判明したものではない。１９２１年以前にすでに知られていたものが、この段階であえて追加さ

れているのである。同年の文書（「府中村史蹟調査書」）冒頭に「国府庁址」が配されていることも含めて

考えると、府中村としては最終的に国府関連の史跡候補を最重要視していたことがうかがえる。前後して

行われた県内外の有識者による讃岐国府跡の顕彰活動とそれらの活動への府中村長の関与などは（５）、府中

村の讃岐国府跡に対するこのような姿勢を裏付けるものといえる。

府中山内瓦窯跡は１９２０年に追加される。【４－４】に「国分寺創建ノ当時瓦ヲ焼キシ古窯ト伝ヘ依然原
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形ノ存スルモノアリ」とあることから、府中山内瓦窯跡出土瓦と讃岐国分寺跡の創建時の瓦との同氾関係

が確認された可能性がある。その場合、出土瓦に関する専門的知識を有する人物による調査への関与が推

測される。また、讃岐国分寺跡との関係が深い府中山内瓦窯跡の評価には、国分寺跡に対する重要性の認

識が前提として存在したはずである。

１９２１年に「府中村史蹟調査書」とは別に「古墳調査書」が作成されたのは、古墳の悉皆調査の指示（【４

－１】【４－２】）の延長線上で捉えられる。なお、古墳についてのみ悉皆調査が指示されたのは、史跡名

勝天然紀念物保存法制定以前からの古墳の取り扱い方法と大きく関わっていると思われる。

１９１９～２０年の段階に２件あった崇徳上皇関連の史跡候補は１９２１年には無くなっている（６）。史跡候補から

外された理由は不明であるが、１９２０年には崇徳上皇に関する伝承地などの顕彰を行う聖跡敬仰会が発足し

ており、史跡指定とは異なる方法で伝承地などの保護が図られたのだろう。

おわりに

本稿では、大正期の史料の分析を通して、史蹟名勝天然紀念物保存法施行に発生した史跡候補の照会へ

の府中村の具体的な対応について明らかにし、年月が経過するとともに府中村としての史跡候補への意図

が顕在化する（府中村が讃岐国府跡を重要視する）ことについて指摘した。

また当時、史跡候補の照会などは、国から香川県、香川県から綾歌郡、綾歌郡から府中村へと順次行わ

れていたようだ。よって今回取り上げた史料からは、府中村の文書のやり取りの直接の相手である綾歌郡

だけではなく、香川県の動向も垣間見ることができる。当時の香川県の行政文書の大半が１９４５年（昭和２０）

の空襲により失われたとされている現在、史蹟名勝天然紀念物保存法への香川県の対応を断片的に知るこ

表１ 各文書に登場する史跡候補の変遷

※数字は文書中に掲載されている順番を示す。

分類 史跡候補名称

【１－４】 【２－４】 【４－４】 【５－２】 【６－２】

史蹟名勝調査書 府中村史蹟名勝
保存調書 古墳調査書 府中村

史蹟調査書

１９１９年７月 １９１９年７月 １９２０年６月 １９２１年６月 １９２１年６月

国府関連

讃岐国府跡 ４ ３ １

印鑰 ５ ２ ２

聖堂 ６ １ ４

正物 ９

百分 １０

帳次 １１

状次 １２

菅原道真関連
菅公祈雨旧蹟 ３ ４ ３

蓮池跡 ７

その他
河内駅跡 ６

堺石 ７ ５

国分寺関連 府中山内瓦窯跡 ２ ８

古墳

日向王墓 ５ １

新宮古墳 １ ２

ツコ穴（長谷） ４

大塚 ５

菊塚 ３

崇徳上皇関連
木丸殿旧蹟 １ ７

内裏泉 ２ ６
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とができるという面でも、本史料を提示した意味があると考える。

なお、本史料に挙げられた史跡候補のうち、１９２２年（大正１１）、府中山内瓦窯跡が史跡に指定された。

香川県では最初の史跡指定であった。一方、府中村が重要と考えたであろう讃岐国府跡は、１９３６年（昭和

１１）に制定された香川県史蹟名勝天然紀念物顕彰規定により、１９３８年（昭和１３）に香川県指定史跡となっ

た（７）。

史料解読にあたっては、三谷智恵氏の多大な協力を得た。

註

１ 現在の香川県坂出市府中町。

２ 受付の日付は７月２８日になっているが、６月２３日からは間隔が空きすぎていること、本文書に続いて出された【１－

３】が７月３日であることを考慮すれば、６月の間違いの可能性が高い。

３ 高松高等女学校（現・香川県立高松高等学校）の教員や石清尾八幡宮の神官を務めた漢学者。

４ 赤松景福 １９１６～１７「府中史蹟」『香川新報』香川新報社

５ 乗松真也 ２０１０「讃岐国府跡の顕彰」『讃岐国府跡を探る』香川県埋蔵文化財センター

６ 菊塚は崇徳上皇関連にも分類できるが、「古墳調査書」に初めて登場することから古墳としての認識が高かったと思わ

れる。そのため、ここでは古墳に分類した。

７ 文化財保護法の制定を受けて１９５１年（昭和２６）に香川県文化財保護規定が定められた。この規定ではそれ以前の県指

定の効力が失われることとなった。讃岐国府跡も例外ではなく、同年に県指定史跡から外れて現在に至っている。

－８２－



史 料
【 表 紙 】

大 正 八 年 四 月 起

史 蹟 名 勝 ニ 関 ス ル 書 類

綾 歌 郡 府 中 村

【 １ ‐ １ 】

受 第 一 二 五 四 号

大 正 八 年 七 月 四 日 起 案 決 裁

大 正 八 年 七 月 四 日 発 送

村 長
綾 歌 郡 役 所 宛

別 紙 史 蹟 名 勝 ニ 関 ス ル 調 書 提 出 致 候 也

【 １ ‐ ２ 】

受 附 第 一 二 五 四 号

大 正 八 年 七 月 廿 八 日

乙 収 学 第 一 四 九 号 ノ 一

大 正 八 年 六 月 廿 三 日

綾 歌 郡 役 所

各 町 村 長 殿

史 蹟 名 勝 等 調 ノ 件

貴 部 内 ニ 於 テ 史 蹟 名 勝 天 然 紀 念 物 ニ シ テ 承 急 キ 史 蹟 名 勝 天 然 紀 念 物 保 存 法 （ 大 正 八 年 四 月 九 日 法 律 第 四

十 四 号 ） 第 一 條 ニ 依 リ 指 定 ス ル ノ 必 要 ア リ ト 認 メ ラ ル ヽ モ ノ 別 記 様 式 ニ 依 リ 取 調 方 本 県 内 務 部 長 ヨ リ 照 会

有 之 候 条 本 月 末 日 限 リ 有 無 ト モ 御 報 有 之 為 候

種 別 名 称

所 在 地

所 有 区 分

由 来 伝 説 等 ノ 概 要

【 １ ‐ ３ 】

乙 収 学 第 一 四 九 号 ノ 一

大 正 八 年 七 月 三 日

綾 歌 郡 役 所

府 中 村 殿

－８３－



史 蹟 名 勝 等 調 ノ 件

客 月 廿 三 日 付 ヲ 以 テ 調 査 方 申 進 候 首 題 ノ 件 今 ニ 調 書 差 出 無 之 主 務 省 ヘ 提 出 急 ヲ 要 ス ル 旨 電 話 ニ 接 シ 条 所 定

ノ 様 式 ニ 基 キ 此 態 使 ヘ 回 報 有 之 度 候 目 下 調 査 中 ニ テ 調 書 提 出 致 シ 兼 ス ル 特 別 ノ 事 由 有 之 場 合 ハ 明 日 午 前 十

時 迄 猶 予 可 致 モ 同 刻 二 過 キ 候 等 回 報 ナ キ ハ 該 当 ナ キ モ ノ ト シ テ 受 理 ヲ 施 ス ベ ク 候

【 １ ‐ ４ 】

史 蹟 名 勝 調 査 書

種 別 名 称 木 丸 殿 旧 蹟 （ 一 名 黒 木 御 所 ）

所 在 地 綾 歌 郡 府 中 村 字 本 村 上 所 鼓 岡 （ 往 昔 此 付 近 一 帯 ヲ 志 度 ト 称 ス ）

所 有 区 分 鼓 岡 神 社 有

由 来 伝 説 崇 徳 天 皇 御 南 狩 ノ 時 林 田 村 雲 井 御 所 ヨ リ 御 遷 幸 ア ツ テ 六 ヶ 年 間 御 駐 輦 ア ラ セ ラ レ シ 行 宮 ノ 在 リ

シ 所 ニ シ テ 終 ニ 長 寛 二 年 八 月 廿 六 日 此 所 ニ 崩 御 シ 給 ヒ シ 霊 蹟 ナ リ 矣

種 別 名 称 内 裏 泉

所 在 地 同 郡 同 村 字 本 村 上 所 鼓 岡

所 有 区 分 鼓 岡 神 社 有

由 来 伝 説 崇 徳 天 皇 鼓 岡 木 丸 殿 行 宮 ニ 御 駐 輦 中 供 御 ノ 霊 泉 ナ リ

種 別 名 称 菅 公 祈 雨 旧 蹟

所 在 地 同 郡 同 村 城 山 ノ 南 嶺 （ 小 地 名 明 神 鼻 ）

所 有 区 分 府 中 村 有

由 来 伝 説 菅 原 道 真 公 讃 岐 国 守 （ 仁 和 二 年 正 月 赴 任 ） タ ル ノ 三 年 即 チ 仁 和 四 年 五 月 国 内 大 旱 ノ 時 公 民 ノ 為

ニ 雨 ヲ 城 山 ノ 神 ニ 祈 リ テ 霊 験 ア リ シ 所 ナ リ （ 現 在 ノ 城 山 神 社 ハ 往 古 城 山 南 嶺 ニ 鎮 座 ス ）

種 別 名 称 讃 岐 国 府 庁 旧 蹟

所 在 地 同 郡 同 村 字 本 村 上 所 （ 小 地 名 垣 ノ 内 ）

所 有 区 分 府 中 村 有

由 来 伝 説 古 昔 王 朝 時 代 治 府 ノ 跡 ナ リ 此 地 上 古 ノ 日 武 尊 第 五 ノ 皇 子 武 穀 尊 阿 野 郡 ニ 受 封 シ テ 居 住 セ シ 以 来

世 々 相 伝 ヘ 大 化 二 年 国 司 設 置 ノ 時 武 昌 穀 尊 ノ 後 裔 大 山 麿 其 邑 庁 ヲ 譲 リ ト 云 即 チ 此 地 ハ 国 司 以 来

治 所 ノ ミ ニ ア ラ ズ シ テ 実 に 遠 ク 上 古 ノ 昔 ヨ リ 連 綿 ト シ テ 元 弘 建 武 ニ 至 ル 迄 ノ 間 讃 岐 政 治 ノ 枢 要

地 ニ シ テ 紀 ノ 夏 井 菅 原 道 真 公 等 ノ 名 国 守 相 次 テ 仁 政 ヲ 布 カ レ シ 名 蹟 ナ リ ト ス

菅 家 文 草 （ 菅 公 遺 著 ） 客 舎 冬 夜 詩 ニ 曰 ク 押 衙 門 下 寒 吹 角 開 法 寺 中 驚 暁 鐘 （ 菅 公 自 注 ニ 云 フ

開 法 寺 ハ 府 衙 ノ 西 ニ ア リ ） 本 注 ノ 開 法 寺 跡 ハ 府 庁 跡 ノ 正 面 ニ 位 置 シ 居 ヲ 以 テ 菅 公 在 任 ノ 府 衙 ハ

此 所 ニ ア リ シ コ ト 言 ヲ 待 タ サ ル ナ リ

種 別 名 称 印 鑰

所 在 地 同 郡 同 村 字 本 村 上 所 （ 小 地 名 内 間 ）

所 有 区 分 府 中 村 有

－８４－



由 来 伝 説 国 府 守 護 神 印 鑰 神 社 の 遺 址 ナ リ 印 ト ハ 国 府 ノ 印 章 鑰 ト ハ 納 ム ル 官 庫 所 在 地 ナ リ ■ ■ （ Ａ ） ハ 単

ニ 印 鑰 ト 証 シ 来 レ リ

種 別 名 称 聖 堂

所 在 地 同 郡 同 村 字 本 村 上 所 （ 小 地 名 内 間 ）

所 有 区 分 民 有

由 来 伝 説 讃 岐 国 庁 ニ ア リ シ 当 時 ノ 聖 堂 遺 址 ア リ （ 増 注 職 原 抄 ニ 所 謂 諸 国 建 学 校 其 傍 建 孔 子 廟 春 秋 ニ 仲 釈

奠 ス 即 是 ナ ラ ン

種 別 名 称 堺 石

所 在 地 同 郡 同 村 字 石 井

所 有 区 分 府 中 村 有

由 来 伝 説 古 昔 王 朝 時 代 ノ 讃 岐 国 東 西 ニ 分 界 セ シ 標 石 ニ シ テ 当 時 ノ 遺 物 今 猶 現 存 セ リ 此 地 昔 時 石 居 ト 称 セ

シ ガ 近 代 誤 テ 石 井 ト 書 セ リ

【 ２ ‐ １ 】

受 発 第 一 三 六 二 号

大 正 八 年 七 月 十 七 日 起 案 決 裁

大 正 〃 年 〃 月 〃 日 発 送

府 中 村 長

史 蹟 名 勝 等 保 存 調 査 ノ 件

本 月 十 日 付 乙 収 学 第 一 六 六 号 ノ 一 ニ テ 照 会 ニ 係 ル 史 蹟 名 勝 調 別 紙 ノ 通 ニ 付 及 逓 連 候 也

【 ２ ‐ ２ 】

受 附 第 一 三 六 二 号

大 正 八 年 七 月 十 一 日

乙 収 学 第 一 六 六 号 ノ 一

大 正 八 年 七 月 十 日

照 会 綾 歌 郡 役 所

各 町 村 長 殿

史 蹟 名 勝 等 保 存 調 査 ノ 件

史 蹟 名 勝 天 然 紀 念 物 ノ 調 査 保 存 ニ 関 シ 左 記 事 項 取 調 方 今 回 其 筋 ヨ リ 照 会 有 之 候 ニ 付 至 急 取 調 本 月 十 八 日 限

リ 当 庁 着 ノ 見 込 ニ テ 回 報 相 成 度 候

追 而 本 件 ハ 時 ニ 急 ヲ 要 ス ル 次 第 ニ ツ キ 本 文 期 日 迄 ニ 御 回 答 相 成 度 右 期 日 迄 ニ 着 答 無 キ 時 ハ 該 当 ナ キ モ ノ ト

見 倣 シ 受 理 可 致 □ ニ ツ キ 申 加 候

記
一 郡 市 町 村 又 ハ 史 蹟 名 勝 等 保 存 ヲ 目 的 ト ス ル 学 会 協 会 等 ノ 公 私 団 体 ニ 於 ケ ル 施 設 ノ 概 況

－８５－



二 同 上 施 設 ヲ 助 成 セ シ コ ト ア ラ ハ 其 概 況

三 以 上 各 項 ノ 施 設 ニ 関 ス ル 経 費 予 算

四 学 会 協 会 等 ニ シ テ 資 産 ヲ 有 ス ル モ ノ ハ 其 資 産 額

五 調 査 報 告 書 、 学 会 、 協 会 、 等 ノ 会 則 其 他 ノ 印 刷 物 ア ラ ハ 各 三 部 回 件 相 成 度

【 ２ ‐ ３ 】

府 中 村

聖 堂
印 鑰

国 府 庁 旧 跡

菅 公 祈 雨 蹟

日 向 王 墓

内 裏 泉

木 ノ 丸 殿 旧 蹟

右 取 調 事 次 ニ 其 調 査 ノ コ ト

【 ２ ‐ ４ 】

府 中 村 史 蹟 名 勝 保 存 調 書

聖 堂 跡

未 タ 何 等 施 設 ナ シ 土 地 亦 タ 民 有 ナ ル ヲ 以 テ 遠 カ ラ ズ 村 施 設 奨 学 義 会 此 地 ヲ 買 収 シ テ 村 ヘ 寄 付 ノ 準 備 中 ニ 付

村 有 ニ 帰 ス ル ヲ 俟 チ 本 村 名 勝 旧 蹟 保 存 会 之 レ カ 相 当 施 設 ヲ 経 営 シ テ 聊 カ 亦 タ 世 道 人 心 ニ 稗 補 ス ル 所 ア ラ ン

ト ス
印 鑰 旧 蹟

本 地 田 壱 段 弐 拾 五 歩 曩 ニ 既 ニ 奨 学 義 会 ヨ リ 府 中 村 奨 学 義 田 ト シ テ 村 ヘ 寄 付 シ 以 テ 今 上 陛 下 御 即 位 大 典 ノ 盛

事 ヲ 永 久 ニ 記 念 シ 奉 リ 兼 テ 古 昔 王 朝 時 代 ノ 国 司 庁 ニ 至 大 ノ 関 係 ヲ 有 ス ル 史 蹟 ヲ 不 朽 垂 ル ヽ ノ 基 礎 ヲ 作 レ リ

今 後 施 設 ニ 要 セ シ モ ノ 名 勝 旧 蹟 保 存 会 之 ヲ 担 当 ス

国 司 庁 旧 跡

遺 蹟 ノ 存 ス ル 所 一 片 ノ 豊 碑 ヲ 建 設 シ テ 菅 紀 ニ 公 徳 化 ノ 洽 子 キ ヲ 追 ヒ 之 ヲ 不 朽 ニ 伝 ヘ ン タ メ 其 中 心 点 ノ 位 置

壱 畝 五 歩 ノ 土 地 ヲ 既 ニ 買 収 シ テ 目 下 整 理 中 ニ 属 セ リ 本 経 営 費 ハ 保 存 会 ヨ リ 之 ヲ 支 弁 セ ン ト ス

菅 公 祈 雨 旧 蹟

土 地 素 ヨ リ 村 有 ニ 属 ス ル モ 未 タ 保 存 ノ 施 設 ナ シ ト 雖 モ 之 レ カ 計 画 ニ 付 キ 考 慮 中 ナ リ

日 向 王 墓

－８６－



墳 墓 周 囲 拾 五 歩 ノ 土 地 ハ 曩 ニ 村 有 ニ 帰 セ シ メ 之 ヲ 修 理 シ 仮 ニ 標 木 ヲ 樹 テ 之 ヲ 顕 彰 セ リ

内 裏 泉

鼓 岡 神 社 有 ノ 霊 泉 ナ ル ヲ 以 テ 古 来 ■ ■ （ Ａ ） 敬 シ テ 押 レ ス 近 時 篤 志 家 ノ 寄 附 ニ ヨ リ 標 名 ヲ 立 テ 保 存 セ リ

木 丸 殿 旧 址

鼓 岡 神 社 境 内 崇 徳 天 皇 行 宮 ノ 霊 域 ナ ル ヲ 以 テ 明 治 四 十 年 村 民 一 致 ノ 醵 金 ヲ 以 テ 其 資 ニ 充 テ 大 勲 位 戴 仁

親 王 殿 下 ノ 篆 額 ヲ 仰 キ 一 大 石 碑 ヲ 建 立 シ テ 之 レ カ 不 朽 ヲ 図 リ 以 テ 四 十 二 年 同 地 顕 彰 会 ヲ 創 設 シ 汎 ク 県 下 ノ

輦 裏 ニ 俟 チ 大 正 二 年 天 皇 七 百 五 十 年 忌 大 祭 ヲ 執 行 シ 其 記 念 ト シ テ 擬 古 堂 ヲ 建 築 シ テ 古 蹟 憑 弔 者 ノ 便 ニ 供

シ 尚 且 ツ 広 ク 天 下 文 学 志 士 ノ 懐 古 詩 歌 文 章 ヲ 募 集 シ テ 大 ニ 紹 介 ノ 道 ヲ 開 キ 今 ヤ 顕 彰 会 予 期 ノ 事 業 剰 ス 処 文

庫 ノ 建 築 保 存 金 ノ 設 置 ナ ル モ 着 々 之 カ 遂 行 ニ 努 メ ツ ヽ ア リ 該 旧 址 建 碑 以 来 ノ 経 費 既 ニ 六 千 有 余 円 ヲ 費 消 ス

ト 雖 モ 事 業 ノ 前 途 尚 遼 遠 ノ 感 ナ キ 能 ハ サ ル ナ リ

【 ３ ‐ １ 】

受 附 第 二 〇 一 二 号

大 正 八 年 十 一 月 五 日

乙 収 学 第 二 六 〇 号

大 正 八 年 十 月 廿 五 日

綾 歌 郡 役 所

各 町 村 長 殿

各 神 職 殿

史 蹟 名 勝 天 然 紀 念 物 保 存 法 施 行 セ ラ レ 候 ニ 付 テ ハ 調 法 ニ 拠 リ 漸 時 調 査 保 存 ニ 着 手 ス ベ キ 義 ニ 候 処 元 来 史 蹟

名 勝 天 然 記 念 物 ノ 保 存 ハ 国 民 挙 テ □ 必 要 ヲ 理 解 シ テ 之 ヲ 受 護 ス ル ニ 置 ラ サ レ ハ 之 レ カ 目 的 ヲ 達 ス ル コ ト 困

難 ナ ル 次 第 ニ 有 之 候 テ ハ 口 演 文 書 ニ 能 々 此 ノ 趣 旨 ヲ 広 ク 宣 伝 ス ル コ ト 最 モ 必 要 ノ コ ト ヽ 被 存 候 因 テ 御 部 内

ニ 於 テ 講 間 会 等 開 催 ノ 場 合 ニ ハ 史 蹟 名 勝 天 然 物 ニ 関 ス ル 事 □ □ □ 私 □ 中 ヲ 加 ヘ ラ レ 候 抔 致 度 候 次 回 某 前 ヨ

リ 特 ニ 画 通 諜 有 之 候 ニ ツ キ 可 燃 指 置 方 御 取 計 相 煩 シ 度 尚 □ 師 派 遣 希 望 モ 有 之 候 ハ ヽ 内 務 省 ニ 於 テ 事 情 ノ 許

ス 限 リ 希 望 ニ 添 フ ヘ リ 抔 取 計 ハ ル ヽ 筈 ニ 付 是 又 了 知 相 成 度 申 添 候

【 ４ ‐ １ 】

第 １ ０ ０ ９ 号

９ ５ ２ １

府 中 村 役 場

乙 収 学 第 一 五 〇 号 ノ 一

大 正 九 年 五 月 十 六 日

綾 歌 郡 役 所

－８７－



各 町 村 長 殿

各 神 社 神 職 殿

史 蹟 名 勝 天 然 物 保 存 ニ 関 ス ル 件

史 蹟 名 勝 天 然 祀 念 物 保 存 要 目 及 送 付 置 候 処 右 要 目 中 ニ 於 テ 別 紙 調 査 方 針 ニ 基 キ 差 向 キ 急 ノ 要 ス ル モ ノ 左 記

様 式 ニ 依 リ 取 調 方 法 前 ヨ リ 通 牒 越 サ シ 候 条 遅 ク モ 来 ル 六 月 廿 五 日 限 リ 遅 滞 フ ル 報 告 有 之 度 尤 モ 古 墳 ニ 就 テ

ハ 旧 態 ヲ 保 テ ル モ ノ ト 否 ヲ サ ル モ ノ ト ヲ 問 ハ ス 此 際 悉 皆 取 調 報 告 存 之 度 候

追 テ □ 年 六 月 以 来 己 ニ 調 査 報 告 セ ラ レ シ モ ノ ハ 単 ニ 名 称 ノ ミ ノ 報 告 ニ 止 メ 可 然 義 ニ 件 □ 申 加 度 候

様 式
種 別 ‐ ‐ ‐ ‐

名 称 ‐ ‐ ‐

所 在 地 ‐ ‐ ‐

所 有 者 名 ‐ ‐ ‐

形 状 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

面 積 ‐ ‐ ‐ ‐

地 目 ‐ ‐ ‐

由 来 伝 説 等 ノ 大 要

備 考
一 本 様 式 ハ 大 体 ヲ 示 シ タ ル モ ノ ニ ツ キ 必 要 ニ 応 シ 調 査 ノ 目 ヲ 増 加 ス ル ハ 妨 ナ シ

二 現 状 ハ 可 成 図 面 添 付 ヲ 要 ス

三 面 積 ヲ 記 入 シ 難 キ モ ノ ハ 高 、 幅 、 長 等 ヲ 記 入 ス ル ヲ 要 ス

【 ４ ‐ ２ 】

保 存 要 目 ニ 基 ク 調 査 方 針

一 御 城 阯 、 宮 阯 、 行 宮 阯 等 の 皇 室 ニ 関 係 深 キ 史 蹟 ハ 礎 石 、 土 壇 、 濠 塁 、 遺 瓦 等 の 徴 証 ア ル モ ノ ニ シ テ 廃

滅 ノ 虞 ア ル モ ノ ヲ 先 ト ス

二 社 寺 ノ 阯 跡 及 祭 祀 信 仰 ニ 関 係 ア ル 史 蹟 礎 石 土 壇 、 濠 塁 遺 瓦 等 の 徴 証 ア ル モ ノ ニ シ テ 廃 滅 ノ 虞 ア ル モ ノ

ヲ 先 ト ス

三 古 墳 ハ 旧 態 ヲ 保 テ ル モ ノ ト 保 タ サ ル モ ノ ト ヲ 問 ワ ズ 此 際 全 部 ヲ 調 査 ス ル コ ト

墓 及 碑 （ 供 養 塔 ノ 類 ヲ 含 ム ） ハ 社 寺 其 他 適 当 ナ ル 菅 理 者 ヲ 有 セ ス 又 ハ 菅 理 者 ヲ 有 ス ル モ 破 壊 湮 滅 ノ 虞 ア ル

モ ノ ヲ 先 ト ス

四 城 阯 、 防 塁 ノ 類 ハ 旧 規 及 遺 物 等 ノ 徴 証 ア ル モ ノ ニ シ テ 廃 滅 ノ 虞 ア ル モ ノ ヲ 先 ト ス

国 郡 庁 址 等 ハ 礎 石 、 土 塁 、 濠 塁 等 ノ 徴 証 ア ル モ ノ ニ シ テ 湮 滅 ノ 虞 ア ル モ ノ ヲ 先 ト ス

古 戦 場 ハ 其 重 要 地 点 ニ シ テ 旧 態 ノ 見 ル ヘ キ モ ノ ア ル モ ノ ヲ 先 ト ス

五 教 育 及 学 芸 関 係 ア ル 史 蹟 ハ 遺 蹟 遺 物 ノ 徴 証 存 ス ル モ ノ 及 旧 来 ノ 建 造 物 ノ 現 存 ス ル モ ノ ニ シ テ 廃 頽 ノ 虞

ア ル モ ノ ヲ 先 ト ス
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六 社 会 事 業 ニ 関 係 ア ル 史 蹟 ハ 遺 蹟 遺 物 ノ 徴 証 ア ル モ ノ ニ シ テ 廃 滅 ノ 虞 ア ル モ ノ ヲ 先 ト ス

七 産 業 交 通 土 木 等 ニ 関 ス ル 重 要 ナ ル 史 蹟 ハ 旧 態 ヲ 存 ス ル モ ノ ニ シ テ 湮 滅 ノ 虞 ア ル モ ノ ヲ 先 ト ス

八 旧 宅 、 苑 池 、 井 泉 □ 、 石 ノ 類 ハ 旧 態 ヲ 存 ス ル モ ノ ニ シ テ 適 当 ナ ル 管 理 者 ナ リ 廃 滅 ノ 虞 ア ル モ ノ ヲ 先 ト

ス
九 人 類 学 及 考 古 学 上 ノ 遺 蹟 ハ 発 掘 ノ 虞 ア ル モ ノ 又 ハ 該 地 ノ 形 状 ヲ 変 更 ス ル 虞 ア ル モ ノ ヲ 先 ト ス

一 〇 外 国 及 外 国 人 ニ 関 係 ア ル 史 蹟 ハ 旧 態 ヲ 存 ス ル モ ノ 又 ハ 遺 物 ノ 徴 ス ベ キ モ ノ ヲ 先 ト ス

一 一 伝 説 的 史 跡 ハ 風 致 上 特 ニ 必 要 ナ ル モ ノ ニ シ テ 廃 滅 ノ 虞 ア ル モ ノ ヲ 先 ト ス

【 ４ ‐ ３ 】

発 一 千 二 百 号

大 正 九 年 六 月 廿 二 日 府 中 村 長 藤 井 亀 三 郎

綾 歌 郡 役 所 御 中

客 月 十 六 日 附 乙 収 第 一 五 〇 号 ノ 一 ヲ 以 テ 御 照 会 ニ 係 ル 部 内 史 蹟 名 勝 左 記 ノ 通 ニ 候 、 条 此 段 及 御 回 報 候 也

記
木 丸 殿 旧 址 内 裏 泉 菅 公 祈 雨 旧 蹟 讃 岐 国 庁 旧 蹟 印 鑰 明 神 址 聖 堂 旧 蹟 堺 石

以 上 大 正 八 年 七 月 報 告 済

【 ４ ‐ ４ 】

種 別 名 称 乃 峰 古 墳

所 在 地 字 新 宮

所 有 者 民 有 地

形 状 円 形

面 積 五 十 坪

地 目 山 林

伝 説 不 詳 ト 雖 モ 往 々 千 古 ノ 土 器 発 掘 セ シ コ ト ア リ

種 別 名 称 古 窯 跡

所 在 地 南 前 谷

所 有 者 民 有 地

形 状 円 形

面 積 遺 蹟 各 所 に 点 在

地 目 宅 地 或 畑

伝 説 聖 武 天 皇 天 平 十 一 年 国 分 寺 創 建 ノ 当 時 瓦 ヲ 焼 キ シ 古 窯 ト 伝 ヘ 依 然 原 形 ノ 存 ス ル モ ノ ア リ

【 ４ ‐ ５ 】 （ Ｂ ）

【 ５ ‐ １ 】

大 正 十 年 六 月 二 八 日 起 案 決 裁
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大 正 〃 年 〃 月 〃 日 発 送

大 正 十 年 六 月 三 十 日

府 中 村 長

綾 歌 郡 長 殿

三 月 十 日 付 乙 収 庶 第 一 〇 〇 号 ニ テ 照 会 ニ 係 ル 史 蹟 名 勝 天 然 物 調 別 紙 ノ 通 及 御 報 告 候 也

【 ５ ‐ ２ 】

古 墳 調 査 書

一 名 称 日 向 王 墓

二 所 在 地 府 中 村 字 前 谷

三 地 目 塚

四 所 有 者 府 中 村

五 形 状 ■ （ Ｃ ） ノ 如 ク 不 等 辺 三 角 形 ニ シ テ 約 七 坪 平 地 ノ 中 心 ニ 小 石 ヲ 盛 リ ア ル ノ ミ

六 現 状 北 ハ 旧 国 道 南 ハ 県 道

七 由 来 讃 留 霊 王 六 世 ノ 孫 綾 ノ 大 領 日 向 王 ノ 古 塚 ナ リ

八 管 理 保 存 ノ 方 法 墓 碑 ヲ 建 テ 柵 ヲ 設 ク ル ノ 準 備 中

一 名 称 ツ コ 穴

二 所 在 地 府 中 村 字 野 峯

三 地 目 山 林

四 府 中 村 ■ ■ ■ ■ ■ （ Ｄ ）

五 形 状 山 形 五 間 又 三 間 ノ 幅 ニ シ テ 高 サ 二 間 位 ア リ テ 一 方 ヨ リ 出 入 ヲ 得 テ 中 ハ 畳 敷 モ ア リ 上 ニ ハ 松 生 ヒ

居 レ リ

六 現 状 破 壊 シ ツ ヽ ア リ

七 由 来 伝 説 詳 ナ ラ ズ

八 管 理 保 存 ノ 方 法 ナ シ

一 名 称 菊 塚

二 所 在 地 字 本 村 鼓 岡 正 北 一 丁

三 地 目 社 地

四 所 有 者 県 社 城 山 神 社 末 社 地

五 形 状 不 等 辺 三 角 形 ニ シ テ 十 三 歩 ア リ

六 現 状 一 方 民 家 ニ 接 シ テ 三 方 耕 作 地 ニ シ テ 大 樹 木 ア リ

七 由 来 天 皇 ノ 皇 子 ヲ 葬 レ ル 墳 墓 ナ リ

八 管 理 保 存 ノ 方 法 中 心 ニ 墓 碑 ノ （ 石 ヲ 以 テ ） 印 ヲ 建 ツ

一 名 称 ツ コ 穴

－９０－



二 所 在 地 字 城 山 小 地 名 長 谷

三 地 目 山 林

四 所 有 者 府 中 村

五 形 状 石 土 ヲ 以 テ 山 形 ニ 築 ケ リ

六 城 山 東 面 部 中 腹 ノ 位 置 ニ 散 在 シ テ 破 壊 シ ツ ヽ ア リ

七 由 来 伝 説 詳 ナ ラ ズ

八 管 理 保 存 ノ 方 法 ナ シ

一 名 称 大 塚

二 所 在 地 西 福 寺

三 地 目 山 林

四 所 有 者 府 中 村

五 形 状 山 形 ニ シ テ 五 畝 歩 モ ア リ

六 現 状 城 山 神 社 末 社 福 宮 神 社 境 内 ニ 接 シ 三 方 ハ 村 有 林 則 チ 此 ノ 大 塚 モ 村 有 林 内 ニ ア ル ヲ 以 テ 松 及 雑 樹

生 非 ヒ 居 レ リ

七 由 来 伝 説 詳 ナ ラ ス

八 管 理 保 存 ノ 方 法 ナ シ

【 ６ ‐ １ 】

大 正 十 年 六 月 二 十 六 日 起 案 決 裁

大 正 □ 年 〃 月 〃 日 発 送

村 長
郡 長 宛

本 年 三 月 十 二 日 付 ヲ 以 テ 照 会 ニ 係 ル 史 蹟 名 勝 調 別 紙 ノ 通 及 御 報 告 候 也

【 ６ ‐ ２ 】

府 中 村 史 蹟 調 査 書

其 一
一 種 類 史 蹟

一 名 称 国 府 庁 址

一 所 在 地 府 中 村 字 本 村 小 地 名 垣 ノ 内

一 地 目 田 壱 畝 歩 中 心 点 ヲ 区 画 保 存 ス

一 所 有 者 府 中 村

一 現 状 田 間 荒 蕪 地 目 下 建 碑 計 画 中

一 由 来

孝 徳 天 皇 大 化 ノ 革 新 ニ 当 リ 国 造 子 孫 相 嗣 ク ノ 制 ヲ 廃 シ 始 メ テ 国 司 郡 司 ヲ 定 メ シ 時 ヨ リ 讃 岐 国 府 庁 ヲ 置 カ レ

シ 地 ナ ル ヲ 以 テ 村 名 府 中 ト 云 フ 阿 波 国 名 東 郡 府 中 土 佐 国 長 岡 郡 ノ 府 中 紀 伊 国 名 草 郡 ノ 府 中 豊 後 国 ノ 府 内 ト

称 ス ル 如 シ

－９１－



上 古 日 本 武 尊 ノ 第 五 武 穀 尊 （ 讃 留 霊 王 ） 阿 野 ニ 受 封 シ テ 此 地 ニ 住 マ レ 来 世 々 相 伝 ヘ 大 化 二 年 国 司 設 置 ノ 特

ニ 武 穀 尊 ノ 後 裔 大 山 麿 其 邑 庁 ヲ 国 司 ニ 譲 リ 綾 郷 ニ 住 ス ト 云 フ 又 全 讃 史 ニ 霊 王 居 ヲ 城 山 ノ 東 綾 川 ノ 辺 ニ ト

シ テ 治 ヲ ナ ス 云 云 然 ル 時 ハ 此 地 ハ 国 司 設 置 以 来 ノ 治 所 ニ ア ラ ス シ テ 実 に 遠 ク 上 古 ノ 昔 ヨ リ 元 弘 建 武 ノ 頃 二

至 マ テ 千 有 余 年 ヲ 通 シ テ 讃 岐 政 治 ノ 枢 要 地 ニ シ テ 即 チ 讃 岐 国 守 ニ 任 命 セ ラ レ シ 者 ノ 中 門 特 天 皇 天 安 二 年 ニ

紀 夏 井 孝 徳 天 皇 仁 和 二 年 菅 原 道 真 ニ 氏 ノ 如 キ 人 格 最 モ 高 ク 治 績 大 ニ 著 ハ ル ニ 名 国 守 ノ 政 治 ヲ 行 ヒ シ 所 ナ

ル ヲ 以 テ 特 ニ 尊 重 ス ヘ キ 史 蹟 ナ リ ト ス

参 考
菅 原 道 真 公 国 府 庁 ニ テ 作 ラ レ シ 安 舎 （ 都 ノ 本 宅 ニ 対 シ 讃 岐 ハ □ ナ ル ヲ 以 テ 任 官 地 ヲ 安 舎 ト 云 フ ） 冬 夜 ノ 詩

ニ 曰 ク

客 舎 秋 徂 到 此 冬 。 空 床 夜 々 損 顔 容 。 押 衙 門 下 寒 吹 角 。 開 法 寺 中 暁 驚 鐘 。 開 法 寺 在 府 衙 ノ 西 行 楽 去 留 遵 月

砌 。 詠 詩 緩 急 播 風 松 。 思 量 世 事 長 開 眼 。 不 得 知 音 夢 裏 逢 。

右 詩 句 中 菅 公 自 註 （ 開 法 寺 在 府 衙 ノ 西 ） ニ 依 リ 愈 讃 岐 国 府 庁 ハ 現 在 ノ 位 置 タ ル コ ト ヲ 確 証 ス ル ニ 足 ル ヘ シ

開 法 寺 ハ 菅 公 国 守 タ リ ン 当 時 ノ 大 伽 藍 ナ リ シ ガ 天 正 ノ 兵 火 ニ 罹 リ 復 興 ニ 至 ラ ス シ テ 廃 絶 ス 今 其 跡 池 ト ナ リ

戒 法 寺 ト 云 フ

其 二
一 名 称 印 鑰

一 所 在 地 府 中 村 字 本 村

一 地 目 奨 学 義 田 壱 段 弐 拾 五 歩

一 所 有 者 府 中 村

一 現 状 耕 作 地 建 碑 着 手 中

一 由 来

印 鑰 ト 云 フ 地 名 ノ 起 リ シ 由 ハ 国 府 ニ ア ラ テ ハ 他 ニ 妄 ニ 云 ハ ヌ 事 ナ リ 印 ト ハ 国 府 ノ 印 章 ヲ 畏 怖 鑰 ト ハ 国 府 ノ

鍵 鑰 ノ 事 ヲ 云 フ 此 ノ 印 ト 鑰 ト ヲ 納 ム ル 官 庫 ノ 縁 故 ヲ 以 テ 印 鑰 ト 云 フ 名 称 存 ス ル ナ リ 国 府 ノ 印 ノ 事 ハ 公 式 令

ニ 見 へ 諸 国 ノ 鑰 ノ 事 続 日 本 紀 等 ニ 見 フ 此 印 鑰 ヲ 御 印 鑰 ト 敬 称 シ 政 所 （ 国 府 ） 守 護 神 ト シ テ 崇 祀 セ ル ヲ 以 テ

印 鑰 大 明 神 ト 云 即 印 鑰 ト 云 フ ハ 印 鑰 大 明 神 旧 蹟 ノ 意 味 ナ リ ト ス 此 印 鑰 明 神 ト 国 府 ト ハ 最 モ 密 接 ノ 関 係 ア ル

ヲ 以 っ て 益 々 讃 岐 ノ 府 中 ハ 国 司 庁 ノ 遺 址 タ ル コ ト 明 白 ナ リ 大 抵 印 鑰 ノ 遺 蹟 ハ 中 古 以 来 諸 国 戦 乱 絶 ヘ サ ル 為

メ 湮 滅 シ テ 世 ニ 伝 フ ル 所 甚 タ 稀 ナ リ

参 考
大 日 本 地 名 辞 書

対 馬 ノ 條 国 府 址 云 云 印 鑰 紀 事 云 御 印 鑰 ハ 政 所 守 護 神 ナ リ 神 体 ニ 坐 印 ト ハ 国 司 官 司 ノ 正 印 ニ シ テ 鑰 ト ハ 府 庫

ノ 鍵 鑰 ヲ 云 フ 国 司 ノ 印 ハ 公 式 令 ニ 見 ヘ 諸 国 ノ 鑰 ハ 文 武 紀 大 宝 二 年 ノ 條 ニ 見 フ 中 略 本 州 ニ テ ハ 府 ノ 政 所 ヲ 嘉

暦 中 ヨ リ 執 政 寺 ト 云 テ 印 鑰 ヲ 崇 敬 シ タ ル ニ 享 禄 元 年 火 災 遭 ヒ テ 社 殿 焼 失 シ 印 鑰 ト テ 流 レ タ リ モ 可 惜 云 云

印 役 （ 羽 前 国 東 山 村 郡 ）

前 略 印 役 明 神 社 ア リ 印 役 ハ 印 鑰 ノ 誤 ナ リ 古 ヘ 国 府 国 司 ノ 政 治 ニ ア タ リ 其 掌 持 ノ 印 鑰 ヲ 廟 祀 ス ル コ ト 当 時 ノ

典 礼 ナ リ 云 云

其 三
一 名 称 菅 公 祈 雨 旧 蹟
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一 所 在 地 城 山 頂 上 南 端 小 地 名 明 神 鼻

一 地 目 山 林

一 所 有 者 府 中 村

一 現 状 厳 石 散 在 老 松 雑 樹 密 生

一 由 来

往 古 菅 原 道 真 公 讃 岐 国 守 ニ 在 任 中 仁 和 四 年 国 中 大 旱 ノ 時 公 自 ラ 死 ヲ 決 シ テ 民 ノ 為 ニ 雨 ヲ 城 山 ノ 神 ニ 祈 リ 霊

験 ア リ シ 旧 蹟 ナ リ 同 神 社 ハ 上 古 城 山 頂 上 ニ ア リ シ モ 中 古 兵 火 ニ 罹 リ 一 時 印 鑰 ノ 地 ニ 遷 シ 遂 ニ 現 在 ノ 地 即 チ

城 山 ノ 麓 字 北 谷 ニ 遷 坐 セ リ 式 内 廿 四 社 ノ 一 ニ シ テ 明 神 大 ニ 列 セ ラ ル 明 治 三 十 六 年 四 月 県 社 ニ 昇 格 ス

参 考 蒲 生 秀 実 白 峰 縁 起 跋 文 抜 萃

昔 菅 公 守 於 此 国 也 旱 公 為 民 祈 雨 於 城 山 以 必 死 出 府 故 後 人 感 其 徳 政 名 与 民 訣 処 曰 死 出 而 鼓 岡 在 其 辺 死 出 志 度

昔 相 近 小 説 以 此 謬 作 志 度 鼓 岡 之 地 祖 世 之 伝 誤 非 一 日 故 今 弁 之 也 云 云

其 四
一 名 称 聖 堂

一 所 在 地 府 中 村 字 本 村 小 地 名 内 間

一 地 目 田 壱 段 歩 余

一 所 有 者 民 有

一 現 状 耕 作 地

一 由 来

孔 子 ヲ 祭 リ シ 所 ナ リ 増 註 職 原 抄 ニ 所 謂 諸 国 建 学 校 其 傍 建 孔 子 之 廟 春 秋 二 仲 釈 奠 ト ア レ ハ 国 府 ノ 附 近 ニ 此 ノ

聖 堂 ノ ア リ シ 事 当 時 ノ 制 ニ 符 号 セ リ 菅 家 文 草 三 巻 ニ 州 廟 釈 奠 有 感 ノ 題 詩 ア リ 州 廟 ト ハ 讃 州 ノ 孔 廟 ト 云 フ 意

ヒ ノ ト

味 ニ テ 釈 奠 ハ 孔 子 ヲ 祭 ル 事 ヲ 云 フ ニ 仲 ハ 春 ノ 二 月 秋 ノ 八 月 ニ テ 日 ハ 其 月 ノ 上 ノ 丁 ヲ 用 ヒ ラ レ タ リ

一 趨 一 弁 意 如 泥 。 樽 俎 ■ 疎 礼 用 迷 。 暁 漏 春 風 三 献 後 。 若 非 供 祀 定 ■ 啼 。

其 五
一 名 称 堺 石

一 所 在 地 府 中 村 字 石 井

一 地 目 学 田 壱 段 四 畝 歩 余

一 所 有 者 府 中 村

一 現 状 大 部 分 学 校 実 習 地 ニ 供 シ 僅 カ ニ 敷 地 ニ 四 坪 ヲ 区 画 シ テ 保 存 セ リ

一 由 来

古 昔 王 朝 時 代 讃 岐 国 東 西 ノ 中 央 ヲ 表 示 セ ル 標 石 ナ リ 昔 ハ 此 地 ヲ 石 居 ト 書 キ シ モ 近 来 石 井 ト 書 セ リ 盍 シ 居 ト

井 ト 国 音 相 同 シ キ ヲ 以 テ 変 化 セ シ ナ ラ ン

其 六
一 名 称 河 内 駅 跡

一 所 在 地 府 中 村 字 石 井 堺 石 東

一 地 目 田

一 現 状 耕 作 地
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一 由 来

河 内 駅 ハ 上 古 王 政 時 代 ニ 於 ケ ル 讃 岐 国 内 六 駅 （ 引 田 、 松 本 、 三 谿 、 河 内 、 甕 井 、 柞 田 ） ノ 一 ニ シ テ 府 中 村

ニ ア リ 河 内 ハ カ フ チ ト 読 ン テ カ ワ ウ チ ノ 約 語 ナ リ 此 地 名 基 因 ハ 綾 川 ノ 河 内 ノ 義 ニ テ 是 則 チ 府 中 村 ノ 古 地 名

ナ リ 鼓 岡 ノ 木 丸 殿 ヲ 甲 智 御 所 ト 云 ヒ シ 甲 智 モ 河 内 ト 異 字 同 義 ナ リ 此 駅 ハ 国 府 所 在 地 ニ ア ル ヲ 以 テ 当 時 各 駅

中 最 モ 主 要 ノ 位 置 ニ ア リ シ ナ リ

其 七
一 名 称 蓮 池 跡

一 所 在 地 府 中 村 字 本 村 小 地 名 池 田

一 地 目 田

一 所 有 者 民 有

一 現 状 耕 作 地

一 由 来

菅 原 道 真 公 讃 岐 国 守 当 時 ノ 蓮 池 蹟 ニ シ テ 今 田 地 ト ナ レ ル ヲ 以 テ 小 地 名 池 田 ト 呼 ベ リ

菅 家 文 草 ニ 曰 ク 丙 午 之 歳 四 月 七 日 予 初 莅 境 巡 視 州 府 府 之 少 北 有 一 蓮 池 池 之 近 東 有 一 長 老 曰 是 蓮 也 □ 処 以 □

有 葉 無 花 仁 和 以 来 葉 花 倶 発 適 至 夏 未 己 過 花 時 長 老 之 言 誠 而 有 験 示 時 予 血 僚 属 作 此 唱 宮 採 摘 池 中 百 千 萬 茎 分

捨 部 内 二 十 八 寺 聞 者 随 喜 見 者 発 発 心 下 略

其 八
一 名 称 窯 跡

一 所 在 地 府 中 村 字 前 谷 小 地 名 ナ カ メ

一 地 目 宅 地

一 所 有 者 民 有

一 現 状 稍 完 全

一 由 来

聖 武 天 皇 諸 国 ニ 国 分 寺 御 建 立 ノ 時 使 用 ノ 瓦 ヲ 焼 キ シ 窯 ト 伝 フ

其 九
一 名 称 正 物

一 所 在 地 府 中 村 字 本 村 小 地 名 高 畑

一 地 目 田

一 所 有 者 民 有

一 現 状 耕 作 地

一 由 来

正 倉 院 址 ト 伝 フ 後 世 俗 ニ 正 惣 ト 書 キ シ ハ 其 唱 同 シ キ マ ヽ ニ 字 ノ 変 リ タ ル ナ ラ ン 国 府 庁 当 時 上 納 ノ 租 調 ナ ド

ヲ 入 レ 置 キ シ 所 ト 見 ヘ タ リ

其 十
一 名 称 百 分
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一 所 在 地 府 中 村 字 本 村 小 地 名 高 畑

一 地 目 田

一 所 有 者 民 有

一 現 状 耕 作 地

一 由 来

是 ハ 拾 芥 抄 ニ 正 蔵 率 分 堂 大 蔵 省 納 物 割 十 分 之 二 為 別 納 云 云 ト ア ル カ 如 ク 国 府 庁 ニ テ ハ 納 リ 物 ノ 百 分 ノ 一 ヲ

此 堂 ニ 分 納 セ シ ヨ リ 云 フ モ ノ ト 見 ヘ タ リ

其 十 一

ツ キ

一 名 称 帳 次

一 所 在 地 府 中 村 字 本 村 小 地 名 内 間

一 地 目 田

一 所 有 者 民 有

一 現 状 耕 作 地

一 由 来

国 府 庁 帳 簿 ヲ 調 査 セ シ 所 ト 云 フ

其 十 二

一 名 称 状 次

一 所 在 地 府 中 村 字 本 村 小 地 名 内 間

一 地 目 宅 地

一 所 有 者 民 有

一 現 状 住 宅 敷 地

一 由 来

国 府 庁 ノ 書 状 ヲ 取 扱 フ 所 ト 云 フ

【 ６ ‐ ３ 】

大 正 十 年 三 月 十 二 日

綾 歌 郡 役 所

各 町 村 長 殿

史 蹟 名 勝 天 然 紀 年 物 ニ 関 シ テ ハ 曩 日 調 査 回 報 ノ 次 第 モ 有 之 □ □ 一 般 ノ 調 査 必 要 ノ □ □ 以 テ 史 蹟 （ 古 墳 ヲ 除

ク ） 名 勝 ノ 全 部 ニ 亘 リ 別 記 事 項 調 査 方 其 筋 ヨ リ 申 越 □ 条 至 急 調 査 ノ 上 調 書 参 通 作 成 回 報 相 成 度 候

別 記
用 紙 美 濃 紙

史 蹟 （ 古 墳 ヲ 除 ク ） 名 勝 調 査 事 項

一 種 類

二 名 称
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三 所 在 地 公 称 地 名 ニ ア ラ サ ル 小 字 名 ヲ モ 併 セ 記 ス コ ト

四 地 目 、 地 積

五 所 有 者 ノ 住 所 氏 名

所 有 者 ノ 外 管 理 若 ク ハ 占 有 者 ア ラ ハ 其 ノ 住 所 氏 名

六 形 状 、 寸 尺 等

七 現 状
位 置 、 区 域 内 及 周 囲 ノ 状 況 並 破 壊 ノ 程 度 等

八 由 来 、 徴 証 、 伝 説

九 管 理 保 存 ノ 方 法

将 来 ノ 管 理 保 存 ニ 関 ス ル 意 見 ア ラ ハ 附 記 ス ル コ ト

十 其 他 必 要 ナ ル 事 項

【 ６ ‐ ４ 】 （ Ｅ ）

註
Ａ 地 元 の 人 の 意 。

Ｂ 国 か ら 出 さ れ た 史 蹟 名 勝 天 然 紀 念 物 保 存 要 目 。

Ｃ 三 角 形 の 図 。

Ｄ 個 人 名 。

Ｅ 【 ６ ‐ ２ 】 の 訂 正 を 依 頼 し た 文 書 。 本 史 料 に 綴 じ ら れ て い る 文 書 は 訂 正 （ 差 し 替 え ） 済 み で あ る た め 、 本 稿 で は 略 し た 。
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